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第１章 計画の基本的な事項 

１ 計画の背景と目的 

・平成 18 年６月、住宅ストック量の充足、少子高齢化、人口減少などの社会経済情勢の

著しい変化から住宅建設計画法（昭和 41 年法律第 100 号）が廃止となり、住生活基本

法（平成 18 年法律第 61 号。以下「法」という。）が制定され、住宅の「量の確保」か

ら住生活の「質の向上」へ住宅政策の転換が図られました。 

・国においては、平成 18 年９月、法に基づき住生活基本計画（全国計画）（以下「全国計

画」という。）を策定し、おおむね５年毎に見直しが行われ、本格的な人口減少・少子

高齢化社会の到来、自然災害の頻発・激甚化、急速な技術革新やデジタルトランスフォ

ーメーション（以下「DX」という。）、働き方改革の進展、脱炭素社会の実現に向けた対

策が急務となるなど、社会経済の大きな変革の時期を迎えたことから、それに対応する

新たな時代における住宅政策の指針として令和３年３月に全国計画が見直されました。 

・本県では、平成 19 年３月に全国計画に即した「山梨県住生活基本計画」を策定して以

降、平成 24 年３月と平成 29 年３月の２回にわたる見直しを行い、住生活に関する施策

を推進してきたところです。 

・前計画からの本県の住生活をめぐる状況の主な変化としては、人口減少と少子高齢化の

更なる進行、地震や洪水等の災害リスクの増大、脱炭素社会に向けた取組の加速、リニ

ア中央新幹線等の高速交通網整備の進展等が挙げられます。これらの変化を踏まえなが

ら、総合計画で掲げる目指すべき本県の姿『県民一人ひとりが豊かさを実感できるやま

なし』の実現に向けて、住生活分野における取組を充実、加速していく必要があります。 

・本計画は、新たな全国計画の内容、本県の社会経済情勢の変化を考慮し、県民の住生活

の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な方針、目標、施策等を明らかにすること

により、住生活に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくことを目的として策定

するものです。 

 

２ 計画期間 

・全国計画に即して、計画期間は令和３年度から令和 12 年度までの 10 年間とします。 

・なお、社会経済情勢の変化等を踏まえ、おおむね５年後に見直しを行います。 
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３ 計画の位置付け 

（１）上位関連計画等における位置付け 

・本計画は、「山梨県総合計画」の部門計画である「山梨県社会資本整備重点計画」を上

位計画とした住生活基本法第 17 条の規定に基づく都道府県計画であり、本県の住宅施

策の総合的な計画として位置付けられるものです。 

・今回の見直しに合わせ、住生活にかかる課題に総合的に取り組むため、「山梨県高齢者

居住安定確保計画（平成 30 年３月策定）」、「山梨県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進

計画（平成 30 年３月策定）」及び「山梨県マンション管理適正化推進計画」を一体的に

策定・統合することとしました。 

・「山梨県高齢者居住安定確保計画」及び「山梨県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給計画」

については、「山梨県住生活基本計画」との整合性を確認し、必要な部分を一部見直す

とともに、「山梨県マンション管理適正化推進計画」は、マンションの管理の適正化の

推進に関する法律（平成 12 年法律第 149 号。以下「マン管法」という。）の改正を受け

て、新規に策定を行いました。 

 

 

本計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2040 年頃までに目指すべき本県の姿 

計画期間：令和元年度～令和４年度 

計画期間：令和３年度～令和 12 年度 

 

 

 

即す 

方向性を 

指し示す 

整合・連携 

整合 

・連携 

 

(令和３年度～令和 12 年度） 

計画期間：  
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（２）持続可能な開発目標（SDGs）との関係 

・山梨県総合計画では、2015（平成 27）年に国連で採択された「持続可能な開発のための

2030 アジェンダ」に掲げられた SDGs における 17 のゴールと政策体系の関係を示すこ

とにより、SDGs でも想定している多様な主体と目標を共有し、施策・事業に取り組ん

でいくこととしています。 

・本計画は、SDGs の 17 の目標のうち、以下の８つの達成につなげることを念頭に置いて、

計画の実現に向けて取り組んでいきます。 

 

 

SDGs のうち、本計画と係わりのある８つの目標 

  

 
あらゆる場所あらゆる形態の貧困

を終わらせる 

 

 
あらゆる年齢のすべての人々の健康

的な生活を確保し、福祉を促進する 

 

 
ジェンダー平等を達成し、すべての

女性及び女児のエンパワーメントを

行う 

 

 
すべての人々の、安価かつ信頼できる

持続可能な近代的なエネルギーへの

アクセスを確保する 
 

 
包摂的で安全かつ強靭（レジリエン

ト）で持続可能な都市及び人間居

住を実現する 

 

 
持続可能な消費生産形態を確保する 

 

 
気候変動及びその影響を軽減す

るための緊急対策を講じる 

 

 
陸域生態系の保護、回復、持続可能
な利用の推進、持続可能な森林の経
営、砂漠化への対処ならびに土地の
劣化の阻止・回復及び生物多様性の
損失を阻止する 

出典：持続可能な開発目標（SDGｓ）と日本の取組（外務省） 
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４ 計画の構成 

・本計画は、一体的に策定する「山梨県高齢者居住安定確保計画」、「山梨県住宅確保要配

慮者賃貸住宅供給促進計画」及び「山梨県マンション管理適正化推進計画」を含めて全

９章で構成しています。 
 

 
本計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画の基本的な事項 
計画の目的、位置付け、期間等 

第２章 住生活をめぐる現状と課題 
現状、課題 

第４章 目標と基本的な施策 
目標と実現するための施策、成果指標 

第５章 計画期間内の公営住宅の目標量 
公営住宅の供給方針と目標量 

第６章 山梨県高齢者居住安定確保計画 
高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標 

目標を達成するために必要な事項 等 

第７章 山梨県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画 
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標 

目標を達成するために必要な事項 等 

第８章 山梨県マンション管理適正化推進計画 
マンションの管理適正化に関する目標 

目標を達成するために必要な事項 

管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針 等 

第９章 計画の推進に向けて 
各主体の役割、連携の強化 等 

 

「住生活基本法」第 17条の規定に

基づく都道府県計画 

「高齢者の居住の安定確保に関す

る法律」第４条の規定に基づく都

道府県計画 

「住宅確保要配慮者に対する賃貸

住宅の供給の促進に関する法律」

第５条の規定に基づく都道府県計

画 

「マンションの管理の適正化の推

進に関する法律」第３条の２の規

定に基づく都道府県計画 

第３章 基本的な方針 
目指すべき本県の姿、方針 
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５ 前回計画の検証 

・平成 29 年３月に策定した前回計画では、「いきいきとした住生活が営まれる郷土やまな

しの実現」を理念とし、住生活に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、「良

質な住宅ストックの形成」、「市場と連携した施策展開」、「各主体の連携による施策展開」

を基本方針とし、８つの目標とその達成状況を把握するため、延べ 15 の成果指標を設

定しました。 

・成果指標の現在の進捗状況の概要は下表に示すとおりです。既に目標を達成した指標が

３指標、一定の進捗をしている指標が９指標、進捗していない指標が３指標でした。 

・本計画では、前回計画の基本方針、目標の達成状況、全国計画、現在の住生活をめぐる

現状と課題を総合的に検討し、新たな基本的方針、施策、目標等を定めます。 

 

前回計画の進捗状況 

指標 策定時 最新値 目標値 

既に目標を達成した指標 

① 
既存住宅流通量に占める既存住宅売買瑕疵保険に加入し

た住宅の割合 
6％(H26) 26.5％(R2) 20％(R7) 

② 市町村の空き家等対策計画着手率 7.4％(H27) 100％(R2) 100％(R1) 

③ 優先箇所における砂防関係施設の整備対策箇所数 17 箇所(H27) 33 箇所(R1) 33 箇所(R1) 

一定の進捗をしている指標 

④ 高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合 1.5％(H27) 1.7％(R2) 1.8％(R7) 

⑤ 高齢者の居住する住宅の一定のバリアフリー化率 40.2％(H25) 40.4％(H30) 55％(R7) 

⑥ 最低居住面積水準未満率 3.0％(H25) 2.5％(H30) 
0％ 

(早期に解消) 

⑦ 新築住宅における住宅性能表示の実施率 20.4％(H27) 22.1％(R2) 35％(R7) 

⑧ 新築住宅における認定長期優良住宅の割合 22.2％(H27) 24.6％(R2) 30％(R7) 

⑨ 住宅の耐震化率 85.4％(H27) 87.3％(R2) 90％(R2) 

⑩ 一定の省エネ基準を充たす住宅ストックの割合 27.4％(H25) 32.2％(H30) 40％(R7) 

⑪ 景観条例を施行した市町村数 23 団体(H27) 25 団体(R2) 27 団体(R1) 

⑫ 
土砂災害ハザードマップを作成・公表し、地域防災計画

に土砂災害の防災訓練に関する記載のある市町村の割合 
81.5％(H27) 96.3％(R2) 約 100％(R2) 

進捗していない指標 

⑬ リフォーム実施戸数の住宅ストック戸数に対する割合 
3.9％ 

(H21～25) 

3.9％ 

(H26～H30) 
6％(R7) 

⑭ 子育て世帯※1における誘導居住面積水準達成率 50.9％(H25) 48.5％(H30) 60％(R7) 

⑮ 
高齢者生活支援施設を併設するサービス付き高齢者向け

住宅※2の割合 
84.6％(H27) 83.1％(R3) 90％(R7) 

※1:18 歳未満が含まれる世帯 

※2:「高齢者生活支援施設を併設するサービス付き高齢者向け住宅の棟数」自体は増加（53戸から 64 戸）しました 
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第２章 住生活をめぐる現状と課題 

１ 社会環境の変化 

（１）暮らし方の変化 

・新型コロナウイルス感染症の拡大や情報通信技術の進展を契機として、企業等にお

ける在宅勤務（テレワーク）などの積極的な活用が促され、また様々なサービスにお

けるリモート化等による DX が加速したことで、地方移住や二拠点居住への関心が高

まっています。 

・国が全国を対象に調査した結果によると、在宅勤務に際して住宅に対する不満点と

しては、「（机などを置ける）十分なスペースがない」、「プライバシーが確保できない」

などが挙げられています。 

 

     
 

 

   

 

 

 

  

32.2%

55.2%

23.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

全国 東京都23区 地方圏

0% 10% 20% 30% 40%

特にない

その他

換気が悪い

近隣住民（隣家等）への音漏れが気になる

住宅の中の音が気になる（生活音、機械音等）

近隣住民（隣家・上下階等）の生活音が気になる

室温・湿度が適切でない

照明が仕事（学習）に適さない

採光が悪い

住宅の周辺の音（交通騒音等）が気になる

インターネットに接続できる環境がない・不十分

パソコンやプリンターなどの設備が不十分

（テレビ会議（授業）にあたり）プライバシーが確保しづらい

仕事（学習）用の机や椅子がない

資料の保管場所がない・不十分

仕事（学習）に専念できる個室や仕切られたスペースなどがない

（机などを置ける）十分なスペースがない

共同住宅借家

共同住宅持ち家

一戸建

n=627

※在宅勤務の環境に満足していない者

地域別のテレワーク実施率（全国） 在宅勤務に際しての住宅に対する不満点（全国） 

地方移住への関心（東京圏在住者） 地方移住への関心理由（東京圏在住者） 

出典：第４回新型コロナウイルス感染症の影響下に
おける生活意識・行動の変化に関する調査
（令和３年 11 月、内閣府） 

 

出典：我が国の住生活をめぐる状況等について（住まいに関
する意識等に関する調査について）（国土交通省） 

出典：第４回新型コロナウイルス感染症の影響下に
おける生活意識・行動の変化に関する調査
（令和３年 11 月、内閣府） 

 

出典：第４回新型コロナウイルス感染症の影響下に
おける生活意識・行動の変化に関する調査
（令和３年 11 月、内閣府） 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R3年9～10月
R3年4～5月

R2年12月
R2年5月

R1年12月

強い関心がある 関心がある

やや関心がある あまり関心がない

まったく関心がない

＜東京圏＞

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R3年9～10月
R3年4～5月

R2年12月
R2年5月

R1年12月

強い関心がある 関心がある

やや関心がある あまり関心がない

まったく関心がない

＜東京都23区＞

0% 10% 20% 30% 40%

その他

感染症を契機に地元に帰りたいと感じたため

感染症を契機に将来のライフプランを考え直したため

テレビやネット等で地方移住に関する情報を見て興味を持ったため

現在地の感染症リスクが気になるため

買物・教育・医療等がオンラインによって同様にできると感じたため

ライフスタイルを都市部での仕事重視から地方での生活重視に変えたいため

感染症と関係ない理由

テレワークによって地方でも同様に働けると感じたため

人口密度が低く自然豊かな環境に魅力を感じたため

R2年12月

R3年4-5月

R3年9-10月

※「特にない」と回答した人の割合は

前々回は20.0%,前回は9.5%,今回は10.2%
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（２）高速交通の発展 

・中部横断自動車道は令和３年８月に山梨～静岡間が全線開通し、本県から静岡県ま

での移動時間が 70 分短縮されました。 

・また、本県を経由して東京と名古屋を結ぶリニア中央新幹線の整備事業が進められ

ており、開業後は東京圏や名古屋圏、関西圏との時間距離が大幅に短縮される見込み

です。 

 

中部横断自動車道の開業による時間距離の短縮 

 
出典：中部横断自動車道 PR ホームページ（国土交通省） 

 
リニア開業による時間距離の短縮 

 
出典：リニアやまなしビジョン（令和２年３月、山梨県） 
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（３）災害リスクの増大 

・本県で懸念される大規模自然災害は、地震（南海トラフ地震、首都直下型地震等）、

富士山噴火、豪雨・豪雪があります。 

・特に住宅分野では、大規模地震や気候変動に伴う豪雨を要因とした水害への対応が

喫緊の課題となっています。 

・山梨県流域治水対策推進基本方針によると、洪水浸水想定区域が指定されている 14

市町の人口の約８割が、同区域内に居住しているとされています。 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：防災科学技術研究所「確率論的地震動予測地
図」（令和 3 年版） 

 

出典：山梨県流域治水対策推進基本方針（令和３年６月） 

甲府盆地の洪水浸水想定区域 今後 30 年間に震度 6以上の揺れに 

見舞われる確率の分布 
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（４）情報通信技術の急速な進展 

・情報通信技術の急速な進展により社会の変革が進み、超スマート社会（Society5.0）

が到来しつつあります。 

・本県では、IoT、ビッグデータ、AI、5G などの先端技術をはじめとする情報通信技術

や本県が所有するデータなどの利活用を通じて、行政及び社会全体の DX を推進する

ため、令和３年３月に「山梨県デジタルトランスフォーメーション推進計画」を策定

し、各種施策を展開しています。 
 

 

 

Society5.0 で実現する社会 

 
 

 
Society5.0 による人間中心の社会 

 
 

 

 

 

 

  

出典：内閣府ホームページ 

出典：内閣府ホームページ 
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２ 居住者・コミュニティ 

・本県の人口は平成 12 年をピークに減少に転じ、この傾向は今後も継続する見込みで

す。 

・少子高齢化も進展する見込みで、高齢化率は全国平均を上回る状況となっています。 

 

人口と高齢化率の推移（山梨県） 

 
 

 

（１）子育て世帯 

・本県の 6 歳未満世帯員がいる世帯の割合、18 歳未満世帯員がいる世帯の割合は、減

少が続いており、全国平均に比べると減少率が高くなっています。 

・実際の子どもの数が希望どおりになっていない人に対して、その理由を聞いたとこ

ろ、「子育てや教育にお金がかかりすぎる」46.6％が最も多く、住まいに関連する理

由として「働きながら子育てができる職場環境がない」22.6％、「住宅事情が悪い」

8.9％が挙げられています。 
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推計実績

12.7%
11.1%

9.6% 8.5%

30.7%
27.8%

25.2%
22.4%

11.4% 10.5%
9.4% 8.7%

27.9%
25.3%

23.1%
21.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

H12 H17 H22 H27

6歳未満のいる世帯率(山梨県)

18歳未満のいる世帯率(山梨県)   

6歳未満のいる世帯率(全国)

18歳未満のいる世帯率(全国)

出典：山梨県子育て環境に関する県民アンケート調査報
告書（平成 27 年 12 月） 

 

資料：国勢調査

注：年齢不詳人口を按分して合算 
資料：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成 30 年推計)｣ 
 

子育て世帯数の推移（山梨県と全国） 希望する子どもの数になっていない理由（山梨県） 
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（２）高齢者世帯 

・本県では、平成 2 年から平成 27 年にかけて高齢単身世帯数は約 3.8 倍、高齢夫婦世

帯数は約 3.2 倍に増加しています。 

・全国を対象に調査した結果によると、地域に安心して住み続けるために必要なこと

は、「近所の人との支え合い」55.9％、「家族や親族の援助」49.9％、「かかりつけ医

等健康面での受け皿」42.6％、「公的機関からの援助（介護サービス情報の提供等）」

35.2％、「移動手段や商業施設などの生活環境の利便」30.1％の順となっています。 

 

高齢者のみの世帯数の推移（山梨県） 

 
 

 
地域に安心して住み続けるために必要なこと（複数回答）（全国） 

 
出典：平成 30 年度高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果（内閣府） 
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推計実績

（世帯）

注：類型不詳の世帯を按分して合算 
資料：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数

の将来推計（都道府県別推計）（平成 31 年推計）」 
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（３）住宅確保要配慮者 

・生活保護受給世帯数の推移をみると、高齢者世帯の増加が続いています。 

・県内の在留外国人は平成 26 年以降増加傾向にあり、令和２年は約 1.7 万人となって

います。 

 

生活保護受給世帯数の推移（世帯種類別、各年度月平均）（山梨県） 

 
資料：平成 24 年度～令和元年度被保護者調査 

 

在留外国人数の推移（山梨県） 
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資料：在留外国人統計（法務省）（各年 12 月末時点） 
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３ 住宅ストック・産業 

（１）住宅ストック全般 

・本県は、持ち家率が全国平均よりも高く、さらに持ち家の約 98％が戸建て住宅（全

国第３位）であり、本県の特徴となっています。 

・住宅・土地統計調査によると、「その他空き家」の戸数は増加傾向にあります。平成

30 年の空き家率は 21.3％で、全国第一位となっています。 

・一方で、新設住宅着工戸数はおおむね横ばいで推移しています。世帯数は減少してい

く見込みのため、このままの状況が続くと、空き家戸数の増加が続き、防災・治安・

衛生面での問題が顕在化するおそれがあります。 

 

 

 
 

 

 

 

    
資料：住宅・土地統計調査                            資料：住宅着工統計 
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また、将来人口は H27 年の比率で一般世帯の人口に限定。 

資料：国勢調査、国立社会保障･人口問題研究所｢日本の世帯数の将来推
計(都道府県別推計)(平成 31 年推計)｣ 

注：戸建てには「⾧屋」と「その他（工場の
一部に住宅がある場合等）」を含む。 

資料：住宅・土地統計調査 
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（２）高経年化するマンション 

・本県のマンション供給戸数は平成２年頃をピークとして、その後は低調に推移して

います。昭和 52 年以降に供給された県内のマンションのストックは約 1.4 万戸と推

定されています。 

・なお、持ち家に占めるマンションの割合は約２％と少ないですが、一部の町村ではバ

ブル期に多くのマンションが建設されており、本県の特徴となっています。 

・町村部に立地するマンションにおいては、建築後 40 年以上のマンション（以下「高

経年マンション」という。）が２割以上あり、建築後 30 年以上 40 年未満のマンショ

ンも約５割あることから、10 年後は高経年マンションが約７割となる見込みです。 

・また、３割を超えるマンションで、修繕積立金の積立額が計画に比べて不足している

実態があり、修繕積立金の不足により管理不全に陥ることが懸念されます。 

注）本計画における「マンション」：２以上の区分所有者が存在する建物で人の居住の用に供する専

有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設（マン管法第２

条第１項第１号） 

 
マンション供給戸数とストック戸数推計（累計）の推移（山梨県） 

 
資料：住宅着工統計 
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15 

（３）脱炭素社会実現への取組 

・温室効果ガスは気候変動の原因とされ、世界共通の長期目標として、120 以上の国と

地域が「2050 年カーボンニュートラル」という目標を掲げています。 

・国は、2021 年６月に「地域脱炭素ロードマップ」を定めました。2030 年までに集中

して行う取組・施策を中心とした地域脱炭素の工程と具体策を示し、2030 年までに

新築住宅の平均でネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）の実現を目標としてい

ます。 

・本県では、「山梨県地球温暖化対策実行計画」において、2013 年度を基準とし、2030

年度までに 26％の温室効果ガスの排出量を削減することを掲げ、実現に向けた取組

を推進していますが、国の新たな目標（2030 年度までに 46％削減）を踏まえ、県の

目標の見直しに着手しています。 

・さらに、2021 年２月、全国初となる県・県内全市町村共同による「ゼロカーボンシ

ティ宣言」を行い、2050 年までの温室効果ガス排出の実質ゼロを共同で宣言しまし

た。 
 

温室効果ガスの部門別排出量の目標（山梨県） 

 
出典：山梨県地球温暖化対策実行計画（2017 年３月） 
 

国の地域脱炭素ロードマップ 対策・施策の全体像 

 
出典：地域脱炭素ロードマップ（2021 年６月、国・地方脱炭素実現会議） 

 

  

2013 年度を基準として 2030

年度には 26％減を目標 

住宅は家庭部門

に含まれる 
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（４）県産木材の利用 

・本県の人工林の蓄積量は、令和元年度末に 4,323 万㎥（昭和 55 年の約 4.3 倍）に増

加しており、伐採時期を迎えています。 

・用途別木材生産割合は、チップ用が全体の約７割を占める一方、製材用は約１割と、

全国に比べ低く、また製材品出荷割合は、土木・梱包資材が全体の約７割、建築用材

は約３割と、全国に比べ低く、より付加価値の高い建築用材を増やしていく必要があ

ります。 

・木材の建築物への利用は、炭素貯蔵効果の高さから脱炭素社会の実現への貢献が期

待され、県産木材を地域内で加工し、利用することにより、輸送時に発生する炭素量

削減も期待されます。 

 

 

 
 

 

用途別木材生産割合（山梨県と全国） 

 
出典：令和元年木材需給報告書（農林水産省）、山梨県林業振興課調べ 
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出典：令和２年度版山梨県林業統計書 出典：令和元年木材需給報告書（農林水産省） 
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（５）住宅産業の担い手 

・平成７年から建築業就業者数※は約 41％、林業就業者数は約 8％の減少となってお

り、木材供給を担う林業を含めた住宅産業の生産力低下が懸念されています。 

・高齢化率も建築業就業者が約21％、林業就業者が約21％であり、全産業平均の約16％

を上回っており、特に若い担い手が不足しているのが現状です。 

※ここでの建築業就業者は、国勢調査の職業小分類で「建築技術者」及び「建設・土木作業従事

者（ただし土木従事者、鉄道線路工事従事者、その他の建設・土木作業従事者を除く）」に該当

する就業者としています。 

 

住宅関連の就業者数の推移（左：建築業就業者、右：林業就業者）（山梨県） 

 
 

 

平成 27 年時点の住宅関連の高齢化率（山梨県と全国） 

 
資料：国勢調査 
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第３章 基本的な方針 

・山梨県総合計画 2021 年改定版では、目指すべき本県の姿を『県民一人ひとりが豊かさ

を実感できるやまなし』とし、「県民の生活に寄り添いながら、県民の皆様はもちろん、

市町村、関係団体、民間企業、NPO、教育・研究機関などとのパートナーシップにより、

この山梨の地こそ、最も自分が輝ける場所であり、幸せになれる場所となるよう、一人

ひとりが抱く夢や希望を実現できる県、もっと豊かさと幸せを実感できる県」を目指す

こととしています。 

・これら目指すべき姿の実現に向けて、住生活分野では、地球温暖化や DX 等の進展、本

県の人口動向、自然災害、住宅産業等の動向を考慮しながら、本県での暮らしを望む様々

な立場の人々が、ライフスタイル、ライフステージに応じて、安心、快適に暮らせる住

まいを適切に選び、地域に住み続けられることを目指し、県民の住生活の安定の確保及

び向上の促進に関する基本的な方針を「持続可能で安心・快適な住生活の実現」としま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「県民一人ひとりが豊かさを実感できるやまなし」 

「持続可能で安心・快適な住生活の実現」 

豊かな自然環境を有し、首都圏の一角にあるという立地条件にある山梨の

魅力や活力を活かしながら、本県での暮らしを望む様々な立場の人々が、ラ

イフスタイル・ライフステージに合わせて、安心・快適に暮らしていける住

まいの供給と生活環境づくり 
 

総合計画の理念を具現化するための住宅施策 
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本計画が目指す住環境のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

本計画が目指す住まいのイメージ 
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第４章 目標と基本的な施策 

・基本的な方針に基づき、県民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標を次の

とおり定めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇コロナ禍で二拠点居住等の
動きが加速 

〇中部横断自動車の全面開通、
今後のリニア開業など高速交
通の発展 

〇切迫する大規模地震への対

応 

〇気候変動による自然災害の

頻発・激甚化 

現状と課題 目 標 

〇少子化、子育て世帯割合の

減少 

〇高齢者人口、高齢者世帯の

増加 

〇住宅確保要配慮者の多様化 

〇気候変動の原因となる温室

効果ガスの排出量削減への

取組 

〇2050 年カーボンニュートラル 

〇空き家を原因とした防災、

治安、衛生及びまちづくりの

課題が顕在化 

〇地域の住宅産業を支える 

担い手の減少 
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● 
● 
● 

・リフォーム実施戸数の

住宅ストック戸数に対

する割合 

3.9%（H26～H30 平均） 

  →6.0%（R12） 

・住宅の耐震化率 
 87.3%（R2） 

→95.0%（R7） 
・河川整備計画における
河川の整備率 

 55%（R1）→71%（R9） 

基本的な施策 成果指標 

・子育て世帯における誘

導居住面積水準達成率 

 48.5%（H30） 
→60.0%（R12） 

・高齢者向け住宅の供給量 
 4,184 戸（R2） 

→5,200 戸（R12） 
・高齢者住宅のバリアフ
リー化率 

 40.4%（H30） 
→55.0%（R12） 

・居住支援協議会を設立

した市町村の人口カバ

ー率 

 ０%（R2）→50%（R12） 

・新築持家住宅の長期優

良住宅認定取得率 

29.0%（H23～R2） 

→35.0%（R3～R12） 

・製材用途の県産木材生

産量 24 千 m3/年（H30） 

  →77 千 m3/年（R11） 

・危険度の高い空き家が
除却等された件数 

 －（R1） 
→200 件（R2～R9） 

・リフォーム実施戸数の
住宅ストック戸数に対
する割合（再掲） 

・リフォーム実施戸数の

住宅ストック戸数に対

する割合（再掲） 
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目標１ 新たなライフスタイルに合わせた魅力ある住まい方の実現 

 

（１）基本的な施策 

① 地方移住、二拠点居住を実現する住まいの提供 

・市町村や関係機関と連携し、移住に関する支援制度をはじめとする住生活に関する

情報の一元的な提供を図ります。 

・空き家を活用した地方での新たなライフスタイルに対応した受入体制を整えるため、

低利用空き家の情報収集をするとともに所有者に空き家バンクへの登録を促し、活

用可能な空き家情報提供体制の充実を図ります。 

・空き家を含めた中古住宅の流通を促進するため、住宅の状況を把握し購入の判断を

することができる建物状況調査（インスペクション）や既存住宅売買瑕疵保険の普及

啓発を図ります。 

・地方移住や二拠点居住につながる空き家改修などを支援し、空き家の利活用を促進

します。 

・県外居住者が容易に地方移住、二拠点居住を検討、実現することを可能とするため、

住まいに関する情報収集から物件説明、交渉、契約、各種行政手続きに至るまでのプ

ロセスの DX を推進します。 

・移住してきた人が、交流や体験を通じて孤立することなくスムーズに地域の生活に

なじむことができるよう、空き家を活用した地域コミュニティ等の活性化を推進し

ます。 

・歴史的まちなみや良好な農村集落など地域の景観に配慮した住環境の魅力の維持・

向上を図ります。 

 

② 「新しい生活様式」に対応した住まいの普及 

・新しい働き方に対応するため、テレワークスペースの確保や通信環境の向上など、快

適なテレワーク環境を実現する住まい方の提案を行い、その促進を図ります。 

・新型コロナウイルス感染症だけではなく、今後起こり得る未知なる感染症への備え

を強化するため、自動水栓や宅配ボックスなどの非接触型の設備や高機能換気設備

を備えた住まいの普及促進を図ります。 

 

（２）成果指標 

① リフォーム実施戸数の住宅ストック戸数に対する割合 

  ・新たなライフスタイルに適応した住まいを手に入れるためのリフォーム市場の整

備状況を把握する指標として設定 

実績値 3.9％（平成 26 年度～平成 30 年度平均）→目標値 6.0％（令和 12 年度） 
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目標２ 頻発・激甚化する災害の発生を前提とした安全な住まいの確保 

 

 

（１）基本的な施策 

① 災害に強い住まいづくり 

・住宅の耐震化を促進するため、耐震診断及び耐震改修の必要性や重要性についての

普及啓発や各種支援制度の周知に積極的に取り組みます。 

・安心して耐震改修を行うことができるようにするため、ホームページへの掲載等に

より、耐震診断や耐震改修などに関する情報を県民に分かりやすく提供するととも

に、無料相談窓口を設け、耐震化の相談に対応します。 

・耐震化を円滑かつ適切に進めていくため、耐震診断や耐震改修に関する技術的な研

修会を開催し、専門技術者を養成します。 

・住宅改修や盛土等による浸水対策や災害による停電、断水時等でも居住継続が可能

な住宅のレジリエンス機能、普段利用している住宅が災害時に有効に機能するフェ

ーズフリーな住宅に関する情報提供の充実を図ります。 

 
② 災害被害を減らす住まいづくり 

・避難体制を強化するためには、県民が起こりうる災害を認識する必要があることか

ら、市町村と連携し、ハザードマップの周知によるリスク情報提供の充実を図りま

す。 

・河川等の整備により災害（豪雨）に強いまちづくりを推進するとともに、流域治水対

策と連携し、河川は氾濫が発生するという前提のもと、リスクの高いエリアにおいて

は、居住誘導や建築規制等について検討します。 

 

③ 被災者の住まいの確保 

・被災者の住まいを速やかに確保するため、公営住宅の空室を一時利用住宅として被

災者へ提供します。 

・民間賃貸住宅借上げの事前登録制度を活用し、災害発生前から借上げ可能な民間賃

貸住宅を把握するとともに、災害発生時には、協定を結んでいる不動産関係団体と連

携し、民間賃貸住宅を応急的な住まいとして被災者へ提供します。 

・災害発生前から、市町村を通じて建設型仮設住宅の建設用地の選定、配置計画の作成

を行い、災害発生時には、速やかに協定を結んでいる建築関係団体が建設した応急的

な住まいを被災者へ提供します。 

・応急的な住まいを提供する際には、これまでのコミュニティが維持できるよう配慮

した供給を行います。 
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（２）成果指標 

① 住宅の耐震化率 

・災害（地震）に強いまちづくりの成果を示す指標として設定 
実績値 87.3％（令和２年度）→目標値 95.0％（令和７年度） 

 

② 河川整備計画における河川の整備率 

・災害（豪雨）に強いまちづくりの成果を示す指標として設定 

実績値 55％（令和元年度）→目標値 71％（令和９年度） 

 

※水害に関する指標については、山梨県社会資本整備重点計画に災害被害を減らす住まいづくりに

関する指標が新たに設定された場合は、その指標が本計画の成果指標に追加されたものとみなし

ます。 
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目標３ 子どもを生み育てやすい住環境の実現 

 

 

（１）基本的な施策 

① 子育てしやすい住環境づくり 

・各種支援制度の活用を促し、子育てしながら働くことができるテレワーク環境の整

備や家事負担の軽減につながるリフォームを促進します。 

・公営住宅の建替時には、地域ニーズに応じて子育てに関連する医療・福祉施設や生活

支援施設の複合・導入を検討します。 

・都市機能の集約と連携による持続可能な都市づくりと調和した、職場や学校、病院等

が集約化した子育てしやすい住環境づくりを推進します。 

・子育てしやすい間取りへのリフォームに関する情報提供や建築関係団体と連携した

相談体制づくりを推進します。 

 

② 子育て世帯への住まいの提供 

・地域優良賃貸住宅の整備を促進し、子育て世帯へ良質な住まいを低廉な家賃で供給

を図ります。 

・公営住宅においては、優先入居制度により、子育て世帯の住まいを確保します。 

 

（２）成果指標 

① 子育て世帯における誘導居住面積水準達成率 

  ・子育てしやすい住まいの整備状況を示す指標として設定 
   実績値 48.5％（平成 30 年度）→目標値 60.0％（令和 12 年度） 

 

  


























































